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都
道
府
県
に
交
付
金
の
確
実
な
交
付
求
め
る

「運輸事業振興助成法」成立

ス
事
業
に
与
え
る
影
響
を
考
慮

し
、
コ
ス
ト
上
昇
の
抑
制
と
輸

送
力
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

国
民
生
活
の
利
便
性
向
上
お
よ

び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に

寄
与
す
る
た
め
、
両
事
業
の
振

興
助
成
措
置
に
つ
い
て
当
分
の

間
の
措
置
と
し
て
定
め
る
こ
と

が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

に
つ
い
て
は
「
平
成
６
年
度
以

降
に
交
付
さ
れ
た
運
輸
事
業
振

興
助
成
交
付
金
の
各
年
度
に
お

け
る
総
額
の
水
準
が
確
保
さ
れ

る
こ
と
を
基
本
と
し
て
総
務
省

令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を

基
準
と
す
る
」
と
し
、
現
行
の

総
額
水
準
の
確
保
を
基
本
と
し

を
と
る
べ
き
で
あ
る
」
と
明
記

さ
れ
た
。
ま
た
、
参
議
院
総
務

委
員
会
の
附
帯
決
議
で
は
同
様

の
趣
旨
に
加
え
、「
各
都
道
府

県
に
お
け
る
運
輸
事
業
振
興
助

成
交
付
金
の
交
付
実
績
に
つ
い

て
毎
年
度
把
握
し
、
本
法
の
趣

旨
に
の
っ
と
っ
た
交
付
が
行
わ

れ
る
よ
う
、都
道
府
県
に
対
し
、

要
請
す
る
こ
と
」
も
明
記
さ
れ

た
。

23
年
度
税
制
改
正
に
明
記

確
実
な
交
付
へ
法
整
備

　

運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金

は
、
昭
和
51
年
度
の
税
制
改
正

で
軽
油
引
取
税
に
暫
定
税
率
が

上
乗
せ
さ
れ
、
税
率
が
大
幅
に

引
き
上
げ
ら
れ
た
際
、
営
業
用

ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス
の
輸
送
力
確

保
、
輸
送
コ
ス
ト
抑
制
な
ど
に

役
立
て
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た

も
の
。
そ
の
際
、
営
自
格
差
の

設
定
に
つ
い
て
、
課
税
の
仕
組

み
上
、
異
な
る
税
率
設
定
が
困

難
な
た
め
、
現
在
の
よ
う
な
制

度
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
も
ト

ラ
ッ
ク
輸
送
の
安
全
・
環
境
対

策
、
適
正
化
対
策
な
ど
に
有
効

に
活
用
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
政
府
の
行
政
刷
新
会

議
が
平
成
22
年
５
月
25
日
に
実

施
し
た
事
業
仕
分
け
第
２
弾
で

は
、
各
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協

会
に
交
付
さ
れ
る
運
輸
事
業
振

興
助
成
交
付
金
が
対
象
と
な
っ

た
。
交
付
金
事
業
そ
の
も
の
に

指
摘
は
な
か
っ
た
が
、
都
道
府

県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
か
ら
全
日
本

ト
ラ
ッ
ク
協
会
に
出
捐
さ
れ
る

仕
組
み
が
不
透
明
と
さ
れ
、「
見

直
し
を
行
う（
透
明
性
の
確
保
）」

と
指
摘
さ
れ
た
。

　

一
方
、
23
年
度
税
制
改
正
で

は
、
地
球
温
暖
化
対
策
税
の
創

設
が
焦
点
と
な
る
と
と
も
に
、

軽
油
引
取
税
の
当
分
の
間
税
率

（
旧
暫
定
税
率
）
は
、
そ
の
ま

ま
の
か
た
ち
で
維
持
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
税
率
と

一
体
の
措
置
で
あ
る
運
輸
事
業

振
興
助
成
交
付
金
に
つ
い
て
も
、

「
国
の
財
源
措
置
で
あ
る
地
方

交
付
税
措
置
を
含
め
継
続
す
る
」

と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
事
業
仕
分

け
で
の
指
摘
や
一
部
都
道
府
県

に
よ
る
減
額
問
題
等
を
踏
ま
え
、

「
交
付
金
制
度
の
透
明
性
向
上

を
図
る
と
と
も
に
、
交
付
金
基

準
額
の
確
実
な
交
付
を
確
保
す

る
た
め
、
法
整
備
等
を
受
け
所

要
の
措
置
を
講
ず
る
」
と
税
制

改
正
大
綱
に
明
記
さ
れ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
民
主
党
ト

ラ
ッ
ク
議
員
連
盟
（
会
長
・
奥

村
展
三
衆
議
院
議
員
）
が
中
心

と
な
り
、
議
員
立
法
に
よ
り
同

法
を
立
案
。
与
野
党
の
調
整
等

を
経
て
、
今
般
の
法
成
立
に
至

っ
た
。

　
「
運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成

に
関
す
る
法
律
」
は
、
①
趣
旨

②
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金

の
交
付
③
同
交
付
金
の
使
途
④

財
政
上
の
措
置
⑤
施
行
期
日
等

―
―
の
５
項
目
で
構
成
さ
れ
て

い
る
（
２
面
に
全
文
）。

　

趣
旨
で
は
、
軽
油
引
取
税
の

税
率
の
特
例
が
ト
ラ
ッ
ク
・
バ

て
い
る
。
ま
た
、
国
の
財
政
上

の
措
置
と
し
て
、
都
道
府
県
が

交
付
金
の
交
付
に
要
す
る
経
費

を
、
地
方
交
付
税
額
の
算
定
に

用
い
る
基
準
財
政
需
要
額
に
算

入
す
る
こ
と
も
明
記
さ
れ
た
。

安
全
・
環
境
対
策
等

推
進
基
盤
の
強
化
へ

　

使
途
に
つ
い
て
は
、
法
律
の

趣
旨
を
踏
ま
え
、
安
全
の
確
保

に
関
す
る
事
業
、
輸
送
サ
ー
ビ

ス
の
改
善
に
関
す
る
事
業
、
環

境
対
策
お
よ
び
地
球
温
暖
化
対

策
の
推
進
に
関
す
る
事
業
な
ど
、

運
輸
事
業
の
振
興
に
資
す
る
事

業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
い
る
。

交
付
状
況
踏
ま
え
見
直
し
も

交
付
担
保
へ
附
帯
決
議

　

衆
議
院
総
務
委
員
会
の
附
帯

決
議
で
は
、
交
付
金
の
交
付
状

況
を
踏
ま
え
、
国
は
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
「
運
輸
事

業
の
振
興
助
成
の
手
法
の
あ
り

方
、
営
業
用
車
両
に
係
る
軽
油

引
取
税
の
税
制
上
の
取
扱
い
等

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の

結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置

都
道
府
県
に
「
努
力
義
務
」

地
方
交
付
税
措
置
も

　

交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、

都
道
府
県
に
対
し
て
「
交
付
す

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
」
と
努
力
義
務

を
課
し
て
い
る
。
交
付
金
の
額

業
界
の
社
会
的
地
位
向
上
へ
大
き
な
一
歩

「運輸事業の振興の助成に関する法律」を賛成多数で可決した衆議院本会議（8月11日・左）、参議院本会議（8月24日・右）

運輸事業振興助成交付金について
「営自格差」の必要性
◇輸送機関別CO2排出量（平成19年度）

◇自動車関係諸税の比較

◇営業車用軽油に係る諸外国の還付制度

営業用トラック

・韓　　国

営自格差の設定について、課税の仕組み上、異なる税率設定が困難

国 都道府県
地方交付税

運輸事業振興助成交付金

軽油引取税
支援

都道府県
トラック協会

全日本
トラック協会

トラック事業者

→都道府県トラック協会に交付金を支出（年間約180億円）

＜平成23年度税制改正大綱（平成22年12月16日閣議決定）より抜粋＞

「油価補助金」による還付（約40円/ℓ）
・フランス 燃料税の一部還付（3.4～5.0円/ℓ）
・スペイン 炭化水素税等の一部還付（2.8～4.4円/ℓ）
・イタリア 軽油に係る消費税の還付（2.6円/ℓ）

1/7
自家用トラック

営業用

自動車重量税 自動車税

自家用

8,400 円

トラック

18,900 円
↑ ↑

12,000 円

16,000 円
-56％ -25％

145g ／トンキロ

980g ／トンキロ

※乗合バスは、自家用乗用車の 1/2

※自動車税（乗合）は自家用の-65％（営業用25,500円←自家用74,000円）

（車両総重量3トン・年額） （最大積載量3トン・年額）

運輸事業振興助成交付金制度の概要

平成23年度税制改正結果

出捐
連携

営業用トラック、バスに対する運輸事業振興助成交付金について
は、これに関する地方交付税措置を含め、継続します。なお、交付
金制度の透明性の向上を図るとともに、交付金基準額の確実な交
付を確保するため、法整備等を受け所要の措置を講じます。

＜参考＞
・・・8,432億円
・・・5,745億円

軽油引取税税収額
うちトラック運送業界負担額

平成22年度

運輸事業の振興の助成に関する法律要綱
第1　趣旨
　この法律は、軽油引取税の税率について特例が設けられていること
が軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業に与える影響に
鑑み、当該事業に係る費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し、もっ
て国民の生活の利便性の向上及び地球温暖化対策の推進に寄与するた
め、当分の間の措置として、当該事業の振興を助成するための措置につ
いて定めるものとすること。

第2　運輸事業振興助成交付金の交付
１　都道府県は、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業

を営む者を構成員とする一般社団法人であって当該都道府県の区
域を単位とするもの（一般社団法人及び一般財団法人に関する法
律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施
行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十八条の規定による
改正前の民法第三十四条の規定により設立された社団法人であっ
たものに限る。）及び当該都道府県の区域内において当該事業を営
む地方公共団体に対し、当該事業の振興を助成するための交付金
（以下「運輸事業振興助成交付金」）という。）を交付するよう努めな
ければならないものとすること。

２　1の運輸事業振興助成交付金の額は、平成六年度以降に交付された
運輸事業振興助成交付金の各年度における総額の水準が確保され
ることを基本として総務省令・国土交通省令で定めるところによ
り算定した額を基準とするものとすること。

第3　運輸事業振興助成交付金の使途
１　第2の1により運輸事業振興助成交付金の交付を受けた者は、この

法律の趣旨を踏まえ、当該運輸事業振興助成交付金の額を、旅客又
は貨物の輸送の安全の確保に関する事業、輸送サービスの改善に
関する事業、環境対策及び地球温暖化対策の推進に関する事業そ
の他の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業の振興
に資する事業として政令で定めるものに充てなければならないも
のとすること。

２　第2の1により運輸事業振興助成交付金の交付を受けた者は、都道
府県の規則で定めるところにより、当該運輸事業振興助成交付金
を充てて行った事業の実績その他の事項を都道府県知事に届け出
なければならないものとすること。

第4　財政上の措置
　第2の1による運輸事業振興助成交付金の交付に要する経費は、地方
交付税法の定めるところにより、都道府県に交付すべき地方交付税の
額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとすること。

第5　施行期日等
１　この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行す

るものとすること。
２　国は、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認

めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする
こと。

３　その他所要の規定を整備するものとすること。

　
「
運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る
法
律
」
が
民
主
、
自
民
、

公
明
３
党
の
共
同
提
案
の
議
員
立
法
に
よ
る
法
案
と
し
て
審
議
さ

れ
、
共
産
党
や
社
民
党
な
ど
の
賛
同
も
得
て
賛
成
多
数
で
８
月
24

日
の
参
議
院
本
会
議
で
可
決
、
成
立
し
た
。
同
法
は
、
運
輸
事
業

振
興
助
成
交
付
金
の
交
付
に
つ
い
て
都
道
府
県
に
対
し
て
確
実
な

交
付
を
求
め
る
も
の
で
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
が
同
法
の
成
立
を

強
く
要
望
し
て
い
た
。
平
成
20
年
度
に
道
路
特
定
財
源
が
一
般
財

源
化
さ
れ
た
後
に
も
軽
油
引
取
税
の
暫
定
税
率
が
「
当
分
の
間
税

率
」
と
し
て
維
持
さ
れ
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
に
は
過
重
な
税
負

担
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
業
界
と
し
て
は
安
全

・
環
境
対
策
を
い
っ
そ
う
進
め
る
必
要
が
あ
り
、
安
定
的
な
業
界

活
動
基
盤
の
確
立
が
急
務
だ
っ
た
。
特
に
、
近
年
は
一
部
の
都
道

府
県
で
交
付
金
の
減
額
が
相
次
ぎ
、
交
付
を
拒
む
自
治
体
も
現
わ

れ
、
営
自
格
差
の
必
要
性
か
ら
軽
減
税
率
に
代
わ
る
措
置
と
し
て

創
設
さ
れ
た
交
付
金
制
度
の
本
来
の
目
的
が
損
な
わ
れ
る
状
況
が

続
い
て
い
た
。
な
お
、
都
道
府
県
に
よ
る
交
付
が
努
力
義
務
に
な

っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
特
に
参
議
院
総
務
委
員
会
で
活
発
な
審

議
が
交
わ
さ
れ
、
確
実
な
交
付
を
政
府
に
求
め
る
質
問
・
意
見
が

相
次
い
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
片
山
善
博
総
務
大
臣
は
「
施
行
状
況

を
見
な
が
ら
対
応
を
検
討
し
て
い
く
」
と
答
弁
し
、
政
府
と
し
て

各
自
治
体
へ
法
や
創
設
の
趣
旨
を
よ
く
説
明
し
、
協
力
を
求
め
て

い
く
考
え
を
示
し
た
。



（2）号外（第3種郵便物認可）平成23年（2011年）8月24日

―
―
運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成

に
関
す
る
法
律
が
成
立
し
ま
し

た
。
こ
の
法
律
の
趣
旨
（
ポ
イ

ン
ト
）を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

石
井
議
員　

昨
年
末
に
閣
議
決

定
し
た
平
成
23
年
度
税
制
改
正

大
綱
で
、
運
輸
事
業
振
興
助
成

交
付
金
の
継
続
と
法
制
化
の
方

針
が
打
ち
出
さ
れ
ま
し
た
。
一

部
自
治
体
に
よ
る
交
付
金
減
額

な
ど
の
動
き
を
踏
ま
え
た
も
の

で
す
。
ま
た
、
昨
年
５
月
の
事

業
仕
分
け
で
は
、
交
付
金
制
度

の
建
て
付
け
が
悪
い
と
指
摘
を

受
け
て
い
ま
し
た
。こ
の
た
め
、

民
主
党
で
は
、
ト
ラ
ッ
ク
議
員

連
盟
が
中
心
と
な
っ
て
、
党
の

税
制
改
正
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
と
と
も
に
、
議
員
立
法
に
よ

る
立
案
作
業
を
進
め
て
き
ま
し

た
。

　

今
回
成
立
し
た
こ
の
法
律
の

一
番
大
き
な
特
長
は
、
都
道
府

県
に
対
し
、「
ト
ラ
ッ
ク
協
会

へ
交
付
金
を
交
付
す
る
よ
う
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
努

力
義
務
を
規
定
す
る
も
の
で
す
。

長
い
間
、
交
付
金
は
自
治
事
務

次
官
通
達
、
総
務
副
大
臣
通
知

に
よ
り
交
付
さ
れ
て
き
ま
し
た

が
、
今
回
の
法
制
化
に
よ
り
、

各
都
道
府
県
の
知
事
が
交
付
金

制
度
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
勝
手

に
減
額
や
削
減
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
。
今
後
は
、
法
律
に
よ

る
裏
づ
け
を
も
っ
て
き
ち
ん
と

交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

全
体
の
交
付
額
に
関
し
て
も
、

総
務
省
と
国
土
交
通
省
と
の
共

管
に
よ
る
省
令
で
算
定
す
る
こ

と
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
法
の

実
効
性
を
高
め
る
た
め
に
、
必

要
に
応
じ
て
手
法
の
あ
り
方
を

見
直
す
こ
と
や
税
制
上
の
措
置

を
講
ず
る
よ
う
な
附
則
を
設
け
、

さ
ら
に
附
帯
決
議
も
し
ま
し

た
。

　

交
付
金
の
使
途
に
つ
い
て
は
、

貨
物
輸
送
の
安
全
確
保
、
輸
送

サ
ー
ビ
ス
の
改
善
、
環
境
対
策

お
よ
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推

進
、
そ
の
他
運
輸
事
業
の
振
興

に
充
て
る
と
し
、
詳
細
は
省
令

で
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　

安
全
対
策
や
適
正
化
事
業
な

ど
は
、
本
来
は
国
が
や
る
べ
き

こ
と
で
す
。
こ
れ
を
ト
ラ
ッ
ク

協
会
に
代
わ
り
に
や
っ
て
い
た

だ
い
て
い
た
と
い
う
の
が
実
情

で
す
。
も
っ
と
早
く
法
制
化
し

て
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
負

担
を
軽
減
す
べ
き
だ
っ
た
と
思

っ
て
い
ま
す
。

―
―
こ
の
法
律
は
議
員
立
法
に

よ
り
賛
成
多
数
で
可
決
・
成
立

し
ま
し
た
。
法
案
が
ま
と
ま
る

ま
で
お
よ
び
成
立
す
る
ま
で
の

経
緯
や
ご
苦
労
な
ど
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

石
井
議
員　

今
回
の
議
員
立
法

に
よ
る
立
案
や
国
会
提
出
、
そ

し
て
成
立
ま
で
の
道
の
り
は
、

東
日
本
大
震
災
の
発
生
や
政
局

の
混
迷
な
ど
を
受
け
て
、
決
し

て
平
坦
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
昨
年
末
の
税
制
改

正
大
綱
を
受
け
、
今
年
１
月
の

通
常
国
会
へ
の
提
出
を
模
索
し

ま
し
た
が
、
党
内
調
整
は
難
航

し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
震
災
対
応
で
燃
料

価
格
高
騰
時
の
軽
油
引
取
税
・

ガ
ソ
リ
ン
税
の
暫
定
税
率
を
引

き
下
げ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ト
リ

ガ
ー
条
項
」
が
凍
結
さ
れ
た
こ

と
を
受
け
、
一
気
に
交
付
金
法

制
化
に
向
け
て
動
き
を
加
速
し

て
き
ま
し
た
。
党
の
総
務
部
門

会
議
、
税
制
改
正
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
、
企
業
団
体
対
策
委

員
会
な
ど
で
、
法
案
の
内
容
に

つ
い
て
幾
度
も
協
議
を
重
ね
ま

し
た
。
ま
た
、
野
党
の
協
力
を

得
る
こ
と
も
で
き
、
賛
成
多
数

で
可
決
・
成
立
と
な
っ
た
こ
と

は
非
常
に
喜
ば
し
い
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
今
後
の
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事

業
へ
寄
せ
る
期
待
な
ど
を
お
聞

か
せ
く
だ
さ
い
。

石
井
議
員　

ト
ラ
ッ
ク
輸
送
は

国
内
物
流
の
基
幹
的
役
割
を
果

た
し
て
お
り
、
ト
ラ
ッ
ク
輸
送

な
し
で
は
日
本
の
経
済
と
国
民

生
活
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
ま

た
、
非
常
に
公
益
性
の
高
い
事

業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も

は
や
周
知
の
事
実
で
す
。
さ
ら

に
、
東
日
本
大
震
災
で
は
、
発

生
直
後
か
ら
緊
急
救
援
物
資
輸

送
に
ト
ラ
ッ
ク
が
大
活
躍
し
、

現
在
で
も
復
旧
・
復
興
に
向
け

た
輸
送
で
ト
ラ
ッ
ク
は
欠
か
せ

な
い
存
在
で
す
。

　

今
後
も
、
運
輸
事
業
振
興
助

成
交
付
金
を
有
効
に
活
用
し
、

安
全
・
環
境
対
策
を
い
っ
そ
う

推
進
す
る
と
と
も
に
、
緊
急
輸

送
体
制
を
強
化
す
る
な
ど
、
国

民
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
と
し
て
の

役
割
を
担
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

―
―
民
主
党
ト
ラ
ッ
ク
議
連
の

今
後
の
活
動
予
定
等
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。

石
井
議
員　

ト
ラ
ッ
ク
議
連
を

設
立
し
て
す
ぐ
に
、「
現
場
の

声
を
聞
か
な
く
て
は
い
け
な
い
」

と
、
１
年
を
か
け
て
全
国
の
47

都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
を
す

べ
て
訪
問
し
ま
し
た
。
そ
こ
で

は
皆
さ
ん
の
生
の
声
を
聞
か
せ

て
い
た
だ
い
て
、
ト
ラ
ッ
ク
運

送
事
業
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界

に
と
っ
て
本
当
に
必
要
な
政
策

は
何
か
を
追
求
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。

　

今
般
、
交
付
金
問
題
に
つ
い

て
は
法
制
化
と
い
う
こ
と
で
解

決
を
見
ま
し
た
。
長
年
に
わ
た

る
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
悲
願

が
我
々
の
力
で
達
成
で
き
た
こ

と
で
、
ト
ラ
ッ
ク
議
連
の
事
務

局
長
と
し
て
も
一
安
心
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

　

今
後
も
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業

界
が
抱
え
る
課
題
に
つ
い
て
優

先
順
位
を
決
め
、
現
場
で
皆
さ

ま
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
一
つ

ひ
と
つ
解
決
し
て
い
き
ま
す
。

掛
け
声
だ
け
で
終
わ
ら
な
い
の

が
民
主
党
の
ト
ラ
ッ
ク
議
連
で

す
。
掲
げ
た
政
策
は
必
ず
実
現

す
る
と
い
う
、
何
事
も
一
歩
も

後
に
引
か
な
い
気
持
ち
で
今
後

も
臨
ん
で
い
き
ま
す
。

聞
き
手
　
永
嶋
広
報
部
長

石井　章　民主党トラック議員連盟事務局長
（衆議院議員）

ライフラインとしての役割に期待
交付金の有効活用を

（
趣
旨
）

第�

一
条 　
こ
の
法
律
は
、
軽
油
引
取
税
の
税
率
に
つ
い
て
特
例
が
設
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
を
用
い
て
行
わ
れ

る
運
輸
事
業
に
与
え
る
影
響
に
鑑
み
、
当
該
事
業
に
係
る
費
用
の
上

昇
の
抑
制
及
び
輸
送
力
の
確
保
に
資
し
、
も
っ
て
国
民
の
生
活
の
利

便
性
の
向
上
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
寄
与
す
る
た
め
、
当

分
の
間
の
措
置
と
し
て
、
当
該
事
業
の
振
興
を
助
成
す
る
た
め
の
措

置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
交
付
）

第�

二
条 　
都
道
府
県
は
、
軽
油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
を
用
い
て
行
わ

れ
る
運
輸
事
業
を
営
む
者
を
構
成
員
と
す
る
一
般
社
団
法
人
で
あ
っ

て
当
該
都
道
府
県
の
区
域
を
単
位
と
す
る
も
の
（
一
般
社
団
法
人
及

び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
及
び
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財

団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
十
八
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
社
団
法
人
で
あ
っ
た
も
の

に
限
る
。
）
及
び
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
当
該
事
業
を

営
む
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
当
該
事
業
の
振
興
を
助
成
す
る
た
め

の
交
付
金
（
以
下
「
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
」
）
と
い
う
。
）

を
交
付
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　
前
項
の
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
額
は
、
平
成
六
年
度
以
降

に
交
付
さ
れ
た
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
各
年
度
に
お
け
る
総

額
の
水
準
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
総
務
省
令
・
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
基
準
と
す
る
も
の

と
す
る
。

（
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
使
途
）

第�

三
条 　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の

交
付
を
受
け
た
者
は
、
こ
の
法
律
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
当
該
運
輸
事
業

振
興
助
成
交
付
金
の
額
を
、
旅
客
又
は
貨
物
の
輸
送
の
安
全
の
確
保

に
関
す
る
事
業
、
輸
送
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
に
関
す
る
事
業
、
環
境
対
策

及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
事
業
そ
の
他
の
軽
油
を
燃

料
と
す
る
自
動
車
を
用
い
て
行
わ
れ
る
運
輸
事
業
の
振
興
に
資
す
る

事
業
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
交
付

を
受
け
た
者
は
、
都
道
府
県
の
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
を
充
て
て
行
っ
た
事
業
の
実
績
そ
の

他
の
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
政
上
の
措
置
）

第�

四
条 　
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金

の
交
付
に
要
す
る
経
費
は
、
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
二
百
十
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
に
交
付
す

べ
き
地
方
交
付
税
の
額
の
算
定
に
用
い
る
基
準
財
政
需
要
額
に
算
入

す
る
も
の
と
す
る
。

（
省
令
へ
の
委
任
）

第�

五
条 　
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
輸
事
業
振
興
助
成
交

付
金
の
交
付
の
手
続
そ
の
他
こ
の
法
律
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
事

項
は
、
総
務
省
令
・
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１�　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か

ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

２�　
国
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

理
由

　

軽
油
引
取
税
の
税
率
に
つ
い
て
特
例
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
軽

油
を
燃
料
と
す
る
自
動
車
を
用
い
て
行
わ
れ
る
運
輸
事
業
に
与
え
る
影

響
に
鑑
み
、
当
該
事
業
に
係
る
費
用
の
上
昇
の
抑
制
及
び
輸
送
力
の
確

保
に
資
し
、
も
っ
て
国
民
の
生
活
の
利
便
性
の
向
上
及
び
地
球
温
暖
化

対
策
の
推
進
に
寄
与
す
る
た
め
、
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て
、
当
該
事

業
の
振
興
を
助
成
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

運
輸
事
業
の
振
興
助
成
に
関
す
る
件�

（
平
成
23
年
８
月
11
日　

衆
議
院
総
務
委
員
会
）

　

国
は
、
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
創
設
の
経
緯
及
び
今
般
の
運

輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る
法
律
の
施
行
後
に
お
け
る
同
交
付
金

の
交
付
の
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
運
輸
事

業
の
振
興
助
成
の
手
法
の
あ
り
方
、
営
業
用
車
両
に
係
る
軽
油
引
取
税

の
税
制
上
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ

き
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

右
決
議
す
る
。

運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る

法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

（
平
成
23
年
８
月
23
日　

参
議
院
総
務
委
員
会
）

　

国
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努

め
る
べ
き
で
あ
る
。

１�　
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
創
設
経
緯
及
び
本
法
施
行
後
に
お

け
る
同
交
付
金
の
交
付
の
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
運
輸
事
業
の
振
興
助
成
の
手
法
の
在
り
方
、
営
業
用
車
両

に
係
る
軽
油
引
取
税
の
税
制
上
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２�　
各
都
道
府
県
に
お
け
る
運
輸
事
業
振
興
助
成
交
付
金
の
交
付
実
績

に
つ
い
て
毎
年
度
把
握
し
、
本
法
の
趣
旨
に
の
っ
と
っ
た
交
付
が
行

わ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
に
対
し
、
要
請
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

❖ 

運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に
関
す
る
法
律

　
民
主
党
ト
ラ
ッ
ク
議
員
連
盟
の
要
で
あ
る
事
務
局
長
と
し
て
、
自
ら
全
国
47
都
道

府
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
を
訪
問
し
て
現
場
の
声
を
聞
き
、「
運
輸
事
業
の
振
興
の
助
成
に

関
す
る
法
律
」
の
成
立
ま
で
事
実
上
の
立
役
者
と
し
て
尽
力
し
、
ま
た
、
与
野
党
の

調
整
や
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
と
し
て
活
躍
し
た
石
井
章
衆
議
院
議
員
へ
、
同
法
成
立
ま

で
の
ご
苦
労
な
ど
を
聞
い
た
。

石
井 

章 

民
主
党
ト
ラ
ッ
ク
議
連
事
務
局
長（
衆
議
院
議
員
）に
聞
く

運輸事業振興助成法案をめぐる
衆参総務委員会における主な発言

塩川鉄也氏
共産党

片山さつき氏
自民党

山下芳生氏
共産党

寺田典城氏
みんなの党

塩川鉄也氏（共産党）　総務省が交付金についての都道府県あての
通知を廃止したことは当然。暫定税率そのもののあり方や軽油引取税
の扱い方をどうするのか、貨物運送の安全対策や適正化事業に対する
国の助成のあり方をどうするかなど、根本的な検討が行われるべき。軽
油引取税の税率はそのまま維持されており、運送事業者は引き続き大き
な輸送コストを抱えながらの事業を強いられている。交付金が削減される
ことにより、運送事業者の営業と雇用に影響が及ぶことはあってはなら
ない。

片山さつき氏（自民党）　交付金は燃料高騰対策のほか、安全・環境
対策、適正化事業、災害対策など様 な々ことに活用されており、中小
企業の負担軽減に大きく寄与している。しかし、近年では、一部の自治
体で通達ということで削減する動きがみられる。交付については努力義
務と規定されているが、法の趣旨を十分浸透させ、交付状況をきちんと
把握するなど、確実な交付を担保する必要がある。
石川博崇氏（公明党）　安全・環境対策など様 な々ことに活用されてい
る交付金の意義、重要性を政府に認識してほしい。成立した暁には、
各都道府県に対し確実な交付の働きかけを強めてほしい。
寺田典城氏（みんなの党）　一部の自治体で交付金を削減する動きが
みられるが、交付金は様 な々ことに活用されており、中小零細企業が多
いトラック運送業界の負担軽減に大きく寄与している。この交付金が社
会からしっかり認識されるよう、またトラック事業の振興につながるよう努
力してもらいたい。
山下芳生氏（共産党）　法案に賛成するが、運送事業者に必要な安
全対策、適正化事業などに対する支援は、本来、国の助成制度として
設けることが必要。地方の一般財源になったものをまわしてもらうのでは
なく、根本的な検討が行われるべき。
片山虎之助氏（たちあがれ日本・新党改革）　20を超える自治体が交
付金の額を削減している。法律が成立したのにもかかわらず、削減の状
態が続けば権威を保てないことになる。国会で一度決まったことは必ず
守らなければならない。

石川博崇氏
公明党

片山虎之助氏
たちあがれ日本・新党改革

赤澤亮正氏
法案提出者・自民党（衆）

小川淳也氏
法案提出者・民主党

「運輸事業の振興の助成に関する法律」
成立までの流れ

平成22年

平成23年

5月25日　政府の行政刷新会議の事業仕分けで、運輸事業振興助成交付金制度の
「建て付け」について「見直しを行う（透明性の確保）」と評価される

9月15日　民主党国土交通部門会議で、全ト協が運輸事業振興助成交付金の継続
および法制化などを要望

11月11日　民主党トラック議連総会で、全ト協が運輸事業振興助成交付金の法制
化などを緊急要望

11月24日　全ト協、全国ハイヤー・タクシー連合会、日本バス協会、全日本運輸産
業労働組合連合会、全国交通運輸労働組合総連合の自動車輸送関係５団体が、民
主党マニフェストに沿った自動車関係諸税の適正な見直しを要請するため、「自動
車関係諸税マニフェスト実現要請行動」を実施

12月3日　民主党トラック議員連盟が、5団体の要請を受け、菅直人内閣総理大臣
らにマニフェストの速やかな実現を要請。「運輸事業振興助成交付金については、
責任を持って交付が担保される仕組みを確立すること」を求める

12月16日　平成２３年度税制改正大綱に、運輸事業振興助成交付金の継続と法
制化の方針が明記される

4月11日　軽油引取税等のトリガー条項の廃止の反対について民主党トラック議連
に要望

5月31日　民主党は国土交通部門会議のコアメンバー会議で、法案の動向を報告
6月1日　民主党が政策調査会の総務部門会議で、「運輸事業振興助成交付金の交
付等に関する法案」の要綱案を了承

7月6日　自民党が政務調査会の総務部会・国土交通部会・税制調査会合同会議で、
全ト協からヒアリング

7月20日　自民党が政務調査会の総務部会・国土交通部会・税制調査会合同会議
で、運輸事業振興助成交付金法制化の自民党案を了承

8月11日　「運輸事業の振興の助成に関する法律案」が衆議院総務委員会で可決、
本会議を通過

8月23日　「運輸事業の振興の助成に関する法律案」が参議院総務委員会で可決
8月24日　「運輸事業の振興の助成に関する法律案」が参議院本会議で可決・成立

衆議院総務委員会における採決（8月11日）

参議院総務委員会における採決（8月23日）

衆議院

参議院


